すみだ区議会だより作成等業務委託プロポーザル実施要領

１　目的
墨田区議会事務局が発行する広報紙（以下「区議会だより」という。）のＡ４版冊子へのリニューアルに際し、幅広い世代、特に若年層に訴求する魅力的でわかりやすい広報紙を実現するため、優れたデザイン力と編集力を持つ業者を選定することを目的として、プロポーザル方式による受託者選定手続を定めるものである。

２　業務概要
（１）件名
すみだ区議会だより作成等業務委託
（２）概要
　　　別紙「仕様書」のとおり

３　提案限度価格
　　５，４００，０００円（税込）

４　応募資格
プロポーザルに参加する事業者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
（１）対象業務における本区での競争入札参加資格を有していること。
（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないこと。
（３）墨田区競争入札参加有資格者指名停止取扱要綱（平成１８年９月２０日１８墨総契第３８７号）による指名停止を受けていないこと。
（４） 墨田区契約における暴力団等排除措置要綱（平成２３年５月１６日２３墨総契第１３５号）による入札参加除外措置を受けていないこと。

５　スケジュール（予定）
	
	項目
	日程（提出期限）

	1
	公募開始・実施要領等配布
	令和８年２月２日（月）

	２
	質問書の提出期限
	令和８年２月９日（月）午後５時まで

	３
	質問に対する回答
	令和８年２月１２日（木）（予定）

	４
	参加表明書の提出期限
	令和８年２月１６日（月）午後５時まで

	５
	企画提案書等の提出期限
	令和８年２月１９日（木）午後５時まで

	６
	書類審査（第１次審査）の実施
	令和８年２月２０日（金）

	７
	書類審査（第１次審査）結果の通知
	令和８年２月２４日（火）（予定）

	８
	プレゼンテーション審査（第２次審査）の実施
	令和８年３月１０日（火）（予定）

	９
	プレゼンテーション審査（第２次審査）結果通知発送
	令和８年３月中旬（予定）




６　実施要領及び必要書類の掲載
（１）配布日　
　　　令和８年２月２日（月）から令和８年２月１９日（木）まで
（２）配布方法
　　　墨田区ウェブサイトからのダウンロードによる。
　　　URL　http://www.city.sumida.lg.jp/

７　質問受付及び回答
　　本要領等に関する質問を次のとおり受け付ける。
（１）受付期限　令和８年２月９日（月）午後５時【必着】
　　　※　受付期限を過ぎた質問並びに次の（２）に記載の受付方法以外の質問は受け付けない。
（２）受付方法　別紙「質問票」（第４号様式）により電子メールで以下のメールアドレスに提出
すること。　
　　　　　　　　メールアドレス： kugikai@city.sumida.lg.jp
　　  ※  受領確認のため、以下の電話番号にご連絡ください。
（３）回答方法　令和８年２月１２日（木）（予定）に、質問者名を伏せた上で、墨田区ウェブサイト上で回答する。
　　　※　競争上の地位その他の正当な利益を害する恐れのある質問と判断した際は回答しない
場合もあります。

８　参加表明書等の提出
（１）提出期限　令和８年２月１６日（月）午後５時【必着】
（２）提出先　〒130-8640　墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号
　　　　　　　　墨田区議会事務局議事調査担当（墨田区役所１５階）
　　　　　　　　電話：０３－５６０８－６３５１
（３）提出方法　持参又は郵送によること。
　　　　　　　　※　持参の場合は平日午前９時から午後５時までに提出すること。
　　　　　　　　※　郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。
（４）提出書類　ア　参加表明書（第１号様式）・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部
　　　　　　　　イ　会社概要及び業務実績書（第２号様式）・・・・・・・・・・・・１部

９　企画提案書等の提出
（１）提出期限　令和８年２月１９日（木）午後５時【必着】
（２）提出先　〒130-8640　墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号
　　　　　　　　墨田区議会事務局議事調査担当（墨田区役所１５階）
　　　　　　　　電話：０３－５６０８－６３５１
（３）提出方法　持参又は郵送によること。
　　　　　　　　※　持参の場合は平日午前９時から午後５時までに提出すること。
　　　　　　　　※　郵送に関する事故については、区は一切責任を負わないものとする。
（４）提出書類　ア　企画提案書・・・・・・・・・・・・・・１０部（正本１部、副本９部）
　　　　　　　　イ　参加資格に係る申立書（第３号様式）・・・・・・・・・・・・・１部
　※上記８の参加表明書の提出がない場合には、企画提案書等は受け付けない。

１０　企画提案書の記載項目
　　　企画提案書は、専門知識を有しない者であっても容易に理解できる内容とし、「１２　審査項目及び審査基準」を参考に次の項目ごとに記載し、参加事業者が特定できる記述をしないこと。
　　　また、Ａ４規格（縦）片面印刷とし、項目３に係る添付資料（デザインサンプル）について
は、Ａ４版２０頁、全面４色刷り、綴じ無しスクラム製本とすること。
　　
	
	項目
	内容

	
	表紙（１頁）
	「すみだ区議会だより作成等業務委託企画提案書」と記載すること。
なお、参加事業者名は正本（１部）のみ記載し、副本（９部）には記載しないこと。

	１
	業務の実施体制
	人員体制、区との連絡調整等の体制について記載すること。

	２
	評価・分析
	現在の区議会だよりの評価・課題分析について記載すること。

	３
	区議会だよりのデザイン案の作成

	1 全体のデザインのコンセプトについて記載すること。
2 過去の区議会だよりを参考に、次の必須掲載項目についてデザインやレイアウトの意図、工夫点等についての説明を記載し、リニューアルデザインのサンプルを作成し添付すること。
[必須掲載項目]
・表紙（表題ロゴ含む）
・代表質問、一般質問
・常任委員会、特別委員会の活動
・議決議案等の審議結果
・今後の会議日程（予定）
3 ②に挙げた必須掲載項目以外の掲載項目の見直しについて提案し、提案内容のデザインサンプルを添付すること。なお、必ずしも全ての項目を見直す必要はなく、デザインの見直しも可とする。
4 ②及び③を含めた全体のページ構成を提案すること。

	４
	デジタル媒体との連携
	区議会だよりと連携した効果的な情報発信を行うためのデジタル媒体の活用について提案すること。

	５
	業務規模（金額）
	業務に係る提案金額（税抜）について記載すること。その金額の内訳、算定根拠及び妥当性、有効性等について記載すること。


　　
１１　選定方法
　　　本区職員等による書類審査及びプレゼンテーション審査（以下「プレゼン審査」という。）により選定する。
（１）書類審査（第１次審査）
　　　応募資格等について書類による審査を行う。
（２）プレゼン審査（第２次審査）
書類審査（第１次審査）を通過した参加事業者に対し、令和８年３月上旬（予定）にプレゼン審査（第２次審査）を行う。プレゼン審査は、企画提案書に関するプレゼンテーション（１５分以内）及び本区職員等によるヒアリング（１０分程度）により行う。実施日時、場所、必要な持ち物等の詳細は、書類審査（第1次審査）結果の通知に記載する。
１２　審査項目及び審査基準
	審査項目
	審査基準

	企画
提案書
	業務の実施体制
	・経験や必要な知見、専門知識等を有している者を配置し、業務の着実な履行が期待できる人員体制となっているか。

	
	評価・分析
	・区議会だよりの実情や課題等を認識しているか。
・業務目的にあった分析が実施されているか。

	
	区議会だよりのデザイン案
	全体デザイン
・ユニバーサルデザインに配慮しているか。
・読みやすさやわかりやすさの工夫があるか。
表紙デザイン
・新鮮さや斬新さがあるか。
・手に取りたくなるような訴求力があるか。
代表・一般質問、常任委員会及び特別委員会の活動
・読みやすさやわかりやすさの工夫があるか。 
その他の項目
・墨田区議会の情報を効果的に発信するような項目が提
案されているか。
・継続的に掲載可能な内容となっているか。

	
	デジタル媒体の活用
	・デジタル媒体の活用提案が具体的で実現可能であるか。
・区議会だよりと効果的に連携しているか。
・継続的に運用が可能な内容となっているか。

	
	業務規模（金額）
	・金額を含めた提案全体を総合的に勘案し、効果的な提案内容であるか。

	事業者
	業務遂行力
	・会社概要及び業務の実施体制から勘案して、業務を確実に遂行できるか。
・業務を円滑に履行することができる人員を配置しているか。

	
	業務実績
	・本事業を効果的に遂行し得る業務実績を有しているか。



１３　事業者の選定
　　　審査結果については、別途、通知する。

１４　契約手続
（１）契約の締結
選定された参加事業者は、本業務の受注候補者として、企画提案書に基づき、本区と詳細な内容について協議を行った上で、墨田区契約事務規則（昭和３９年墨田区規則第１１号）の規定に基づき、予算の範囲内において契約を締結する。

（２）次順位者の繰上げ
受注候補者と契約を締結することができない事由が生じた場合は、総合点の合計が次順位以下となった提案者のうち、点数が上位であった者から順に契約締結の交渉を行うこととする。

１５　その他
（１）提出書類等の作成及びプロポーザルの参加に関する費用の全ては、参加事業者の負担とする。
（２）期限までに企画提案書等の提出がない場合は、参加表明書の提出があっても参加の意思がないものとみなす。
（３）提出期限を過ぎてからの書類の差替え及び修正は認めない。
（４）本区が必要と認めたときには、追加資料の提出を求めることがある。
（５）提出された書類は、返却しない。
（６）本件に係る情報公開請求があったときは、墨田区情報公開条例（平成１３年３月２９日条例第３号）に基づき、非公開情報を除き提出書類等を開示する。
（７）提案者が次の事項に該当したときは、失格とする。
ア　実施要領に定める手続を遵守しないとき。
イ　応募書類に虚偽の記載をしたとき。
ウ　審査の公平性に影響を与える行為をしたとき。
（８）審査結果に係る異議申し立ては、一切受け付けない。

１６　問合せ・提出先
墨田区議会事務局議事調査担当
　　　担当：池澤・鈴木
　〒１３０－８６４０　墨田区吾妻橋一丁目２３番２０号（墨田区役所１５階）
　電話：０３－５６０８－６３５１　ＦＡＸ：０３－５６０８－６４１５
　　　メールアドレス：kugikai@city.sumida.lg.jp



